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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が実施されたこと

を受けて、教育委員会（学校）の了解のもと、４月２０日（火）より施設の運営に関する制限等

が、当面の間、次のとおり変更となっています。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により内容が変更となる場合もあります。その際はホームページ等で

お知らせいたします。

【主な変更点】
●重点措置の実施を踏まえ、施設の開館時間を20時までとします。（電話受付も同様）

※ただし、火・日曜日は17:00まで、金曜日は休館

●大声の発声を伴う利用（コーラス、歌唱、詩吟等）及び管楽器演奏の利用は、感染

の可能性が高いため、当面不可とします。

※現在の施設定員：中研修室２０人、小研修室１２人（中小一括３２人）、和室１０人

※赤ちゃんルーム、学習利用は現在休止中

並木北コミュニティハウス
HPのトップページです。

☆ ぜひ一度覗いてみてください。


